
 
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
人
事
委
員
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委
員
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加 
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誠 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号 

 
 
 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
三
条
の
十
四
の
二
十
五
第
一
項
中
「
、
技
術
職
員
及
び
技
術
員
」
を
「
及
び
技
術
職
員
」
に
改

め
る
。 

 
 

第
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
八
十
三
・
五
以
上
百
分
の
百
三
十
五
以
下
」
を
「
百
分
の

九
十
三
以
上
百
分
の
百
五
十
以
下
」
に
、「
百
分
の
百
九
・
五
以
上
百
分
の
百
七
十
五
以
下
」
を
「
百
分
の

百
十
九
以
上
百
分
の
百
九
十
以
下
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
七
十
四
以
上
百
分
の
八
十
三
・
五
未

満
」
を
「
百
分
の
八
十
二
・
五
以
上
百
分
の
九
十
三
未
満
」
に
、「
百
分
の
九
十
七
以
上
百
分
の
百
九
・
五

未
満
」
を
「
百
分
の
百
五
・
五
以
上
百
分
の
百
十
九
未
満
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
六
十
四
・
五
」

を
「
百
分
の
七
十
二
」
に
、「
百
分
の
八
十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
二
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
百
分

の
六
十
四
・
五
未
満
」
を
「
百
分
の
七
十
二
未
満
」
に
、「
百
分
の
八
十
四
・
五
未
満
」
を
「
百
分
の
九
十

二
未
満
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
百
分
の
三
十
二
・
五
超
」
を
「
百
分
の
三
十
五
超
」
に
、「
百
分

の
四
十
二
・
五
超
」
を
「
百
分
の
四
十
五
超
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
三
十
二
・
五
」
を
「
百
分

の
三
十
五
」
に
、「
百
分
の
四
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
三
十
二
・

五
未
満
」
を
「
百
分
の
三
十
五
未
満
」
に
、「
百
分
の
四
十
二
・
五
未
満
」
を
「
百
分
の
四
十
五
未
満
」
に

改
め
る
。 

別
表
第
一
の
二
イ
行
政
職
給
料
表
の
表
中
「
九
千
五
百
円
」
を
「
九
千
六
百
円
」
に
、
「
一
万
百
円
」

を
「
一
万
二
百
円
」
に
、
「
一
万
千
円
」
を
「
一
万
千
百
円
」
に
、
「
一
万
千
九
百
円
」
を
「
一
万
二
千

円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
の
二
ロ
公
安
職
給
料
表
の
表
中
「
七
千
八
百
円
」
を
「
七
千
九
百
円
」
に
、
「
八
千
六
百
円
」

を
「
八
千
七
百
円
」
に
、
「
一
万
五
百
円
」
を
「
一
万
六
百
円
」
に
、
「
一
万
千
百
円
」
を
「
一
万
千
二

百
円
」
に
、
「
一
万
千
四
百
円
」
を
「
一
万
千
五
百
円
」
に
、
「
一
万
二
千
九
百
円
」
を
「
一
万
三
千
円
」

に
改
め
る
。 

別
表
第
一
の
二
ハ
教
育
職
給
料
表
㈡
の
表
中
「
一
万
九
百
円
」
を
「
一
万
千
円
」
に
、
「
一
万
二
千
円
」

を
「
一
万
二
千
百
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
の
二
ニ
教
育
職
給
料
表
㈢
の
表
中
「
一
万
八
百
円
」
を
「
一
万
九
百
円
」
に
、
「
一
万
千
百

円
」
を
「
一
万
千
二
百
円
」
に
、
「
一
万
千
四
百
円
」
を
「
一
万
千
五
百
円
」
に
、
「
一
万
千
六
百
円
」

を
「
一
万
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
の
二
ホ
研
究
職
給
料
表
の
表
中
「
七
千
九
百
円
」
を
「
八
千
円
」
に
、
「
九
千
二
百
円
」
を



「
九
千
三
百
円
」
に
、
「
一
万
千
五
百
円
」
を
「
一
万
千
六
百
円
」
に
、
「
一
万
四
千
三
百
円
」
を
「
一

万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
の
二
ヘ
医
療
職
給
料
表
㈡
の
表
中
「
六
千
百
円
」
を
「
六
千
二
百
円
」
に
、
「
七
千
九
百
円
」

を
「
八
千
円
」
に
、
「
一
万
千
百
円
」
を
「
一
万
千
二
百
円
」
に
、
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
二
千
百

円
」
に
改
め
る
。 

（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
広
島
県
人
事
委

員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
八
十
三
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
三
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百

分
の
七
十
四
」
を
「
百
分
の
八
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の

七
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
三
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
三
十
五
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
三
項
中
「
百
分
の
六
十
七
・
五
以
上
百
分
の
七
十
四
未
満
」
を
「
百
分
の
七
十
五
以
上
百
分
の

八
十
二
・
五
未
満
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
（
職
員
の
給
与
の
支

給
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
給
与
規
則
」
と
い
う
。）
第
二
十
三
条
の
十
四
の
二
十
五
の
改
正
規
定
を
除
く
。）

に
よ
る
改
正
後
の
給
与
規
則
の
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

 


